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１．見積書の作成について（全体像）

◆改正後の建設業法第20条では、建設業者は、材料費、労務費、適正な施工を確保するために不可欠な経費
の内訳を記載した見積書を作成するよう努めなければならない、としている。

◆この見積書の努力義務は、①元請ー下請間、下請ー下請間、②発注者ー元請間いずれについても対象

①元請ー下請・下請ー下請間、②発注者ー元請間、とに分けて議論

（建設工事の見積り等）

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を
確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの（以下この条において「材料費等」という。）その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工
程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書（以下この条において「材料費等記載見積書」という。）を作成するよう努めなければならない。
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２．元請ー下請間、下請ー下請間の見積書の作成について

（１）現状

「法定福利費を内訳明示した見積書」作成手順

〔基本的な法定福利費算出方法〕

＝ 労務費総額 × 法定保険料率

〔その他の法定福利費算出方法〕

＝ 工事費 × 工事費あたりの平均的な法定福利費の割合

＝ 工事数量 × 数量あたりの平均的な法定福利費の割合

標準見積書： 社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため、各専門工事業団体が作成 （国土交通省ＨＰにも掲載）

下請企業から元請企業への提出を平成２５年９月末から開始

元請ー下請間、下請ー下請間の見積書については、これまで、以下の取組を実施

◆法定福利費については、国による「法定福利費を内訳明示した見積書作成手順」の提示、専門工事業団体による標準見積
書の作成等の取組を推進

◆安全衛生経費については、国による「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな形）」、「安全衛生経費を内訳明示した見積書の
作成手順」の提示を行ったところ。一部の専門工事業団体は標準見積書を作成

「安全衛生経費を内訳明示した見積書」作成手順

○個別工事現場（作業場）における安全衛生経費
・個別に積み上げ計算を行う

○個別工事現場（作業場）における建設技能者にかかる安全衛生経費
・延べ人工数×単価÷耐用年数
・工事金額×１年間に購入した保護具等の総額÷１年間の売上高

○店社で支出する安全衛生経費
・工事金額×１年間に店社で支出した安全衛生経費の総額

÷１年間の売上高
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【日本左官業組合連合会の標準見積書の例】

（案）
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２．元請ー下請間、下請ー下請間の見積書の作成について

（２）今後の方針

方針（案）

• 中小の下請業者であっても適正な見積書を作成できるよう、各専門工事業団体は、「標準見積書」について、「労務費の基準」
の導入を踏まえて労務費等を内訳明示するための見直し・作成を行う。 国は、そのための「作成手順」を提示する。

○全国鉄筋工事業協会の標準見積書の場合、
・歩掛（kg/人）
・技能者の労務の単価（円/人・日）
・作業の数量（t）
のいずれも示したうえで労務費を計算する仕様となっ
ている。

国が提示する「作成手順」に盛り込む主な事項
＜労務費について＞
• 見積書に内訳明示する労務費額は、 「技能者の労務の単価×歩掛×作業量」で算出することを基本とする。
• 見積書には、「労務費の基準」との比較ができるよう、単に労務費の総額を記載するだけでなく歩掛を合わせて示すとともに、
特記すべき仕様・条件なども明記する。

＜労務費以外の経費について＞
• 見積書に内訳明示する法定福利費や安全衛生経費の額は、国が示した作成手順による算出方法（２ページ参照）による。
• 法定福利費のように、比較的、見積書における内訳明示が浸透している経費もあるが、安全衛生経費のように、複雑かつ取
組開始段階の経費もある。このため、見積書には簡便な方法による内訳の示し方も許容する。

＜その他＞
• 見積書は電子媒体で作成することを目指す。当初・最終見積書の保存に係る取扱いについても明記する。

【全国鉄筋工事業協会の標準見積書の例】
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３．発注者ー元請間の見積書の作成について

（１）現状

◆発注者ー元請間の見積書の作成については、工事種別等により、様々な方法がとられているものと考えられる

出典：建築屋さんのための概算見積手法の解説（（一社）日本建設業連合会関西支部）

出典：建築屋さんのための杭工事見積の手引き
（（一社）日本建設業連合会関西委員会）

○設計が具体化するに従い、見積の精度をあげていくパターン ○下請企業に下見積を依頼して本見積を作成するパターン
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３．発注者ー元請間の見積書の作成について

（２）今後の方針

方針（案）

• 元請による見積書の作成手順は、建設工事の内容により、様々あると考えられる。
• 時間軸で言えば、たとえば以下が考えられる。
＊設計が具体化するに従い、見積の精度を上げていく、段階的な作成方法
＊段階的に作成をせずに、一度に見積書を仕上げる方法

• 作成のための材料収集で言えば、たとえば以下が考えられる。
＊ある程度過去に経験のある工事内容であり、見積を下請企業から依頼するまでもないもの
＊長期にわたる工事のため契約段階で下請企業が全て定まっておらず、元請にて概算して見積もるもの
＊特殊性があるなどにより、下請企業に見積作成を依頼した上で、元請の見積書を作成するもの

• 元請業者が、様々な見積書の作成手順を取ることを念頭に、どのような作成手順を取るとしても元請業者が見積書の作成に当
たって遵守すべき事項を、国がガイドライン等の形で提示する。

国が提示する主な事項
• 下請業者に見積依頼していなくても、労務費、必要経費が下請業者まで確保されることが必要である。
• 適正な取引推進のため、元請業者は、必要に応じて下請業者に見積依頼を行うなどにより適切に見積もり、工事全体として
無理な契約とならないようにする必要がある。

• 見積書は電子媒体での作成を基本とする。当初・最終見積書の保存に係る取扱いについても明記する。
• 労務費・必要経費の見積書への内訳明示の方法は、元請ー下請間、下請ー下請間の見積書の作成と同様に、
＊労務費について、見積書に内訳明示する際は、「労務費の基準」との比較ができるよう、単に労務費の総額を記載するだ
けでなく、歩掛を合わせて示すとともに、特記すべき仕様・条件なども明記する。

＊労務費以外の必要経費については、法定福利費のように、比較的、見積書における内訳明示が浸透している経費もあるが、
安全衛生経費のように、複雑かつ取組開始段階の経費もある。このため、見積書には簡便な方法による内訳の示し方も許
容する。



参考資料（資料２－３関係）
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◇◇◇株式会社　殿
住所　××

○○　株式会社

見積金額 L （消費税込）

（内訳）

数量 単価 金額

○○○工事 材料費 A

労務費 Ｂ

経費（法定福利費を除く） C

小計 D=A+B+C

法定福利費

法定福利費事業主負担額 対象金額 金額

雇用保険料 B E・・・B×p

健康保険料 B F・・・B×q

介護保険料 B G・・・B×r

厚生年金保険料
(子ども・子育て拠出金含む）

B H・・・B×s

合計 B I・・・B×t I

J=D+I

K=J×8%

L=J+K

　消費税等

　合計

御見積書（例）

項目 歩掛

料率

　小計

p

t

s

r

q

法定福利費を内訳明示した見積書について

「法定福利費を内訳明示した見積書」作成手順

〔基本的な法定福利費算出方法〕

＝ 労務費総額 × 法定保険料率

〔その他の法定福利費算出方法〕

＝ 工事費 × 工事費あたりの平均的な法定福利費の割合

＝ 工事数量 × 数量あたりの平均的な法定福利費の割合

法定福利費とは ： 法令に基づき企業が義務的に負担しなければならない社会保険料
※健康保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料（労災保険は元請一括加入）

⇒労働者を直接雇用する専門工事業者は、労働者を適切な保険に加入させるために必要な法定福利費を確保する必要

下請企業が元請企業（直近上位の注文者）に対して提出する見積書について、
法定福利費を内訳として明示したもの

法定福利費を内訳明示した見積書

標準見積書： 社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保する
ため、各専門工事業団体が作成 （国土交通省ＨＰにも掲載）

下請企業から元請企業への提出を平成２５年９月末から一斉に開始
（第３回社会保険未加入対策推進協議会（H25.9.26）において申し合わせ）

元請企業

下請企業

技能労働者

標準見積書の活用
法定福利費内訳明示

必要な保険への加入

法定福利費を
請負金額に反映

法定福利費の内訳明示
を見積条件に記載

（見積書の活用イメージ）
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建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けて

○「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」（平成29年6月閣議決定）において、『安全衛生経費につ
いては、（中略）適切かつ明確な積算がなされ下請負人まで確実に支払われるような実効性のある施策を検討し、実施する
こと。』とされた。

○このことから、学識経験者や建設業関係団体等から構成される「建設工事における安全衛生経費の確保に関する実務者検
討会」（平成30年～令和4年）及び「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するWG」（令和4年～）で実効性のある
施策を検討。

○「安全衛生対策項目の確認表」と安全衛生経費の内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及を推進。

・ 令和5年8月に「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな形）」及び「説明書」を公表し、建設業者団体に作成・ 活用を依頼。

・ 令和6年3月に「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」を作成し、建設業者団体に「標準見積書」の作成・活用を

依頼。

【 安全衛生対策項目の確認表 】

・ 各専門工事業団体において、工事の特徴を踏

まえ工種ごとに「確認表」を作成

・ 見積条件の提示の際に、安全衛生対策項目の

「対策の実施分担」及び「費用負担」を元下間に

おいて確認

【 安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」 】

・ 各専門工事業団体において、工事の特徴を踏まえ工種ごと

に「標準見積書」を作成

・ 下請企業が元請企業（直近上位の注文者）に対して提出す

る見積書について、従来の総額によるものではなく、その

中に含まれる安全衛生経費を内訳として明示

安 全 衛 生 経 費 の 適 切 な 支 払

○建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の大前提。

○建設工事における安全衛生経費の適切な支払のため、「確認表」と「標準見積書」の作成・普及を推進。

【経緯】
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注文者 下請 注文者 下請 注文者 下請 注文者 下請

工事現場管理 作業環境の測定

測定機器の用意

固定式足場の組立と解体 測定環境の設定

固定式足場以外の作業床の組立と解体 作業環境の構築

作業構台・吊り構台の組立と解体 換気設備

昇降設備の設置と撤去 空調設備、空気清浄設備

土留め支保工の組立と解体 照明器具

保護具の着用 電気設備

墜落等による危険の防止 給排水設備

休憩室、仮眠設備

熱中症対策

ロープ高所作業における危険の防止 応急処置・緊急時対応

飛来崩壊災害による危険の防止 その他の疾病・衛生対策

安全意識、注意喚起

警報設備 交通規制に要する対策

避難用設備 公衆災害に要する対策（仮囲い等）

火災防止　 追加項目（当該工事で確認が必要な項目） 注文者 下請 注文者 下請

危険物の対処（立入禁止措置）

調査の実施（埋設物調査・試掘等）

安全点検の実施

機械等の危険防止

監視連絡等に要する対策

倉庫、材料保管等

粉じん障害防止

機
械
並
び
に

有
害
物
に

費用負担

手摺、幅木等

開口部養生

落下防護ネット・小幅ネット

揚重用吊具

整理
区分

対策の実施分担対策の実施分担

そ
の
他

○○工事における安全衛生対策項目の確認表【参考ひな型】

職場生活支援施設（トイレ、洗面所等）

対策項目
費用負担 整理

区分
対策項目

労
働
者
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置

安
全
衛
生
管

理
体
制

リスクアセスメントの実施及びその結果に
基づくリスク低減措置の実施

健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
・
快
適
な

職
場
環
境
の
形
成
の
た
め
の
措
置

○ 「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」及び「説明書」 を令和５年８月に公表し、建設業者団体に作成・活用を依頼。

・各専門工事業団体に対して、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」及び「説明書」並びに先行的に作成した工種※の

確認表を参考に、工種ごとに「安全衛生対策項目の確認表」を検討、作成いただくよう依頼。

・すべての建設企業に対して、建設工事の現場において、「安全衛生対策項目の確認表」を活用することにより、元請負人と

下請負人との間で安全衛生対策の分担を共有し、安全衛生経費の適切な支払いにつなげていただくよう依頼。

※ 専門工事業団体等の協力を得て、５工種（型枠、管、内装仕上、外部足場、住宅）の確認表を先行的に検討・作成。

安全衛生対策項目の確認表の作成・普及
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安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及

○ 「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」 を令和６年３月に作成し、建設業者団体に作成・活用を依頼。

・各専門工事業団体に対して、「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」及び先行的に作成した工種※の標準見積

書を参考に、安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」を検討、作成いただくよう依頼。

・すべての建設企業に対して、「安全衛生対策項目の確認表」及び「標準見積書」を活用し、建設工事の現場において、下請

企業が元請企業（直近上位の注文者）に対して提出する見積書について、安全衛生経費を見積書に内訳明示することによ

り、安全衛生経費の適切な支払いにつなげていただくよう依頼。

※ 専門工事業団体等の協力を得て、２工種（型枠、左官）の標準見積書を先行的に検討・作成。

【先行的に作成した工種の標準見積書（案） 「左官工事」（令和6年3月時点）】

国土交通省において作成した作成手順では、安全衛生経費の内訳として以下の算出方法を例示

①個別工事現場（作業場）における安全衛生経費
②個別工事現場（作業場）における建設技能者に係る安全衛生経費
③店社で支出する安全衛生経費

【国土交通省において作成した作成手順】
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